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        認知症対応型共同生活介護サービス重要事項説明書 

   介護予防認知症対応型共同生活介護サービス重要事項説明書        

 

第一条 （介護保険の理念） 

   株式会社 フォーユー （以下「事業所」とします。） は、「高齢者の尊厳と自

立を守る」という介護保険の理念の下、いかなる場合においても「お客様第一主

義」を原則とした認知症対応型共同生活介護サービス、介護予防認知症対応型

共同生活介護サービス（以下「サービス」とします。）の提供に努める。 

 

第二条 （サービスの目的） 

   事業所が開設する当事業所（以下「グループホーム」とします。）が行う

サービスは、お客様に対し、共同生活住居において、家庭的な環境の下で

入浴，排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話又は支援を行うことに

より、お客様がその有する能力に応じた自立した日常生活又はその有する能

力の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指した日常生活を営むこと

ができるようにすることを目的とします。 

 

第三条 （運営の方針） 

１．事業所は、お客様の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが

できるよう、お客様の心身の状況を踏まえ、妥当適切にサービスを行います。 

２．事業所は、お客様一人ひとりの人格、名誉及びプライバシーを最大限尊重し、

お客様がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活ができるよう

配慮してサービスを行います。 

３．事業所は、お客様の認知症対応型共同生活介護計画、介護予防認知症対応型

共同生活介護計画（以下「介護計画」とします。）に基づき、漫然かつ画一的

なものとならないよう配慮してサービスを行います。 

４．事業所は、サービスの実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健医療

サービス及び福祉サービス事業者、地域住民又はそのボランティア活動等と

の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとします。 

 

第四条 （事業所の概要） 

  （1）法 人 名   株式会社 フォーユー  

  （2）法人所在   静岡市葵区上伝馬３２番地９号 

  （3）代 表 者   殿岡 裕 

  （4）設  立   平成１７年４月１日 

  （5）実施事業   施設介護事業 

 

 

 



第五条（グループホームの概要及び職員体制） 

 

（1）グループホームの概要   

事 業 所 名 
グループホーム そよかぜタンポポの家 

 １ユニット（入居定員９名） 

所 在 地 静岡市葵区上伝馬３２番１１号 

電話番号等 
ＴＥＬ ０５４－２５５－１８３２         

ＦＡＸ ０５４－２５５－１８３５ 

指定事業所番号 ２２９４２０１００５ 

指定年月日 平成２２年１０月 １日 

福祉サービス 

第三者評価 

実施年月日：令和 1年 ９月２３日（直近） 

実施機関名：株式会社 静岡タイム・エージェント            

評価結果の開示： 有  

評価結果開示方法：紙媒体にて開示 

 

  （2）職員数  

職    種 資  格 常 勤 非常勤 備 考 

管 理 者 介護福祉士 1人  介護従事者兼務 

計画作成担当者 介護支援専門員 1人   

介護従業者 

介護福祉士 ４人    

ヘルパー２級以上 １人   

 １人   

  

  （3）勤務体制  

早 出 日 勤 遅 番 夜 勤 

7：00～16：00 8：30～17：30 10：00～19：00 17：00～9：00 

  

  （4）職員配置（サービス提供時間帯別の職員は位置：1ユニット当たり）  

時間帯 7：00～9：00 9：00～16：00 16：00～19：30 19：30～翌 7：00 

配置数 3名 3名 3名 1名 

 注）上記の職員数、体制又は配置は状況により、サービスに支障のない範囲

で変更となる場合があります。 

  

 



第六条（職務内容） 

1. 管理者は、従業者の管理及びサービスの利用申し込みに係る調整、業務の

実施状況等の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令を

遵守させるために必要な指揮命令を行います。                                           

２．計画作成担当者は、お客様の心身の状況，希望及びそのおかれている環境

を踏まえて、介護計画書の作成及び変更を行います。 

３．介護従業者は、介護計画に基づき、お客様の介護を行います。 

 

第七条（建物及び設備の概要） 

（1）建物       

建物構造   Ｓ造り  ２階建ての２階部分 

面  積     499.32㎡ 

（2） 設備       

 １ 階 ２ 階 

面    積     249.66㎡    249.66㎡ 

居  室  数       ４室        ９室 

居 室 面 積   9.09～9.54ｍ²   10.36～12.06ｍ² 

トイレの数      ４箇所       ３箇所 

風呂の数と種類 一般浴室 １箇所 一般浴室  １箇所 

台    所      １箇所       １箇所 

居間・食堂      １箇所       １箇所 

スタッフ休憩室      １箇所       ０箇所 

 

第八条（料金） 

１. 介護サービス料金  

  食事、排泄、入浴（清拭）、着替え等の介助等の日常生活の世話、機能訓練、

健康管理、相談援助等包括的に提供されるサービスについては、下表による

要介護度に応じ定められた金額となります。介護保険が適用される場合は、

この金額から保険給付額を差し引いた金額がお客様の自己負担となります。 

（原則として料金の１割の額） 

地域区分 

（単 価） 

６級地 

（１０．２７円） 

加算項目 単位（1日） 1割負担 

要支援２／日 ７６１ ７８１円 

要介護１／日 ７６５ ７８５円 

要介護２／日 ８０１ ８２２円 

要介護３／日 ８２４ ８４５円 



 

注 1）お客様自己負担額（利用者負担額） 

     ＝当月の介護報酬－（当月介護報酬額×給付率） 

 注２）当月介護報酬額 

     ＝１日の給付単位×利用実日数×地域区分別単価 

 注３）初期加算 

     入所した日から３０日以内の期間（１日当たり）は初期加算分が割

り増しになります。  

 

２.生活料金 

  介護給付対象外の料金は以下の通りとなります。なお、物価の上昇等の

理由により金額を変更する必要がある場合は、書面にてお知らせします。 

   

入居一時金             ０円  

家   賃        ３９，０００円  

水道光熱費        ２１，５００円 

管 理 費        ２０，５００円 

食   費        ５７，６００円 

その他の実費  ※次項「金銭管理」参照        

 

 

（１）入居金 

     頂きません。＊退去時の際は、居室内の原状回復をお願い致します。 

（２）家賃 

     家賃の内訳は、居室及び共有部分の賃料です。 

 

 （３）水道光熱費の内訳は下記のとおりです。 

    ・電気、ガス、水道、下水又は環境衛生費 

 （４）管理費 

    ・備品の維持管理、修繕費 

    ・町内会費等 

 （５）食費 

     食費の内訳は概ね以下の通りです。 

要介護４／日 ８４１ ８６３円 

要介護５／日 ８５９ ８８１円 

初期加算／日 ３０ ３１円 

医療連携体制加算Ⅰ(ハ）／日 ３７ ３８円 

処遇改善加算Ⅱ 当月利用単位数の１７．８％ 



    ・食材、調味料、外食、出前、おやつ、お茶、コーヒー等 

   ※個人専用にてご利用される場合は、別途個人にて負担していただきます。 

 注１）月の途中に入所する場合は、家賃は日割り計算とします。 

 注２）入居中の外泊、入院等による不在時の家賃の日割り計算は行いません。 

 注３）契約終了後の未退去及び持ち込み品による居室の占有等も期間に

応じて日割り精算をさせていただきます。 

 

３．金銭管理 

 （１）グループホームは、お客様の現金、預貯金、通帳、キャッシュカード、

印鑑、年金証書その他有価証券等は、原則として管理を行いません。 

 （２）グループホームは、前項の規定に関わらず、日常生活に必要な金銭（小

遣い）は、月額３万円を上限としてお客様又は身元引受人からの書面に

よる依頼により、立て替え金として管理のお手伝いをします。 

 （３）お客様又は身元引受人が直接実費負担することとなる日常生活に必要な

費用には、概ね以下のものがあります。 

   ・個人対象の医療機関等の治療費、薬代及び協力医療機関以外の付き添い

通院の交通費 

   ・個人対象の理美容代金 

   ・オムツ代 

   ・その他日常生活において通常必要となる費用で、お客様が負担すること

が適切と認められる費用 

 （４）立て替え金は、当月分を精算の上、当月にかかる家賃その他諸経費と

併せて翌月２７日（休日の場合はその翌日）にお客様ご指定の口座より

引き落としさせていただきます。 

 

 

 

第九条（利用基準） 

    グループホームに入居することができるのは、次の各号に定める事項に

該当するお客様とさせていただきます。 

 （１）要支援２又は要介護認定１以上の方で、認知症状態にあること。 

    （主治の医師の診断書等により当該状態の確認を行います） 

 （２）複数入居者による共同生活を営むことに概ね支障がないこと。 

 （３）自傷又は他人への危害を加える恐れがないこと。 

 （４）常時医療機関等において治療を必要としないこと。 

 （５）本書及び契約書に定める事項を承諾し、事業所の運営方針に賛同できる

こと。 

第十条（利用申し込み） 

      お客様は、利用申し込みの際は、次の各号に定める書類を事業所に提出



するものとします。 

 (１)入居申込書 

 (２)ご入居申込者状況報告書 

 (３)健康診断書(伝染病、感染症及び感染症等の各症状の有無を記載したもの) 

(４)診療情報提供書(認知症の有無、診療内容を記載したもの) 

 (５)介護保険被保険者証の写し 

 

第十一条（契約の終了） 

   お客様は、契約を解除される場合には、必ず書面による解約の申し入れを

行い、グループホームの退去日を通知するものとします。 

 

第十二条(緊急時等の対応) 

    介護従業者は、現にサービスの提供を行っているときに、お客さまに症状

の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに救急隊、主治の医師

又はあらかじめグル－プホームが定めた協力医療機関への連絡を行う等の

必要な措置を講じるものとします。 

 

第十三条(協力医療機関及び連携施設) 

 

 

第十四条(非常災害対策) 

   管理者は、災害時の対処法及び避難経路の確保、協力医療機関との連携等

の必要な災害対策を講じ、災害時には避難等の指揮を執るものとします。

また、従業者は、災害時の非常事態のときは、お客様の避難誘導等適切な

措置を講じます。 

  

 

第十五条(苦情窓口) 

  事業所は、サービスの提供に関するお客様及びご家族からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、下記の受付窓口を設置します。受け付けた苦情に

ついては、真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決に臨みます。また、苦情

の内容等は記録し、必要なサービスの改善及び質の向上に努めます。 

 

医療機関又は連携施設名 住所及び連絡先 備考 

かどまクリニック 
静岡市葵区井宮町１３４―１ 

０５４－２６６－９８６４ 
内科 

やよい齒科醫院 
静岡市葵区駿河区中村町１２－３ 

０５４－２８１－００４８ 
歯科 



 (１)グループホーム苦情窓口 

苦情受付責任者 
グループホームそよかぜ タンポポの家 

施設長   後藤 圭輔 

受 付 時 間 ８：３０～１７：３０ 

電 話 番 号 ０５４－２５５－１８３２ 

 

 (２)グループホーム以外の相談窓口 

静岡市介護保険課 ０５４－２２１－１０８８   

静岡県国民健康保険団体連合会 ０５４－２５３－５５８０  

 

第十六条(その他) 

  お客様は各所からの見学、研修、実習、取材等の受け入れについて協力

できる範囲内で協力するものとします。ただし、お客様のプライバシーを

尊重し、お客様又は身元引受人からの拒否の申し出があった場合はこの限り

ではありません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



急変時緊急対応指針 

１ 急変時緊急対応における具体的支援内容 

   ①身体状況の変化の把握 

    各職種からの情報収集により、食事摂取状況や日常生活動作、バイタ

ルサインの確認などにより早期の発見と対応に努めます。 

   ②主治医への連絡をおこないます。 

主治医 連絡先：                          

住所：                             

電話番号：                             

  その他：                            

 ③指示があれば救急車を要請します。 

□ 状態の如何に関わらず病院へ搬送して欲しい。 

□ 希望の搬送先病院があります。 

連絡先：                             

      電話番号：                         

 

    救急搬送時、御家族様と連絡がつかない、または御家族様がいない場合。 

□ 積極的な治療を希望します。 

□ 医療の判断に任せます。 

□ 主治医の判断に任せます。 

   ④家族への連絡引継ぎをおこないます。 

   

２ 事業所における御家族様への連絡方法について確認します。 

御家族様連絡先：                         

電話番号：                            

＊家族様がいない場合：                       

①ご連絡の時期 

   □ いかなる発病、病状の変化に対しても発生時に連絡をします。 

□ 発病、病状の変化が重大で緊急性を有すると看護師等が判断した場

合に連絡します。 

     その他：                           

 ②ご連絡の時間 

   □ その都度迅速に連絡します。 

   □ 夜間（22：00から 6：00）場合は翌朝の 7：00以降に連絡します。 

     その他：                           

３ 責任者を明確にします。 

  グループホーム そよかぜタンポポの家 

  夜間及び緊急時の責任者 後藤 圭輔 を明示します。 



 

日常的な健康管理確認 

１ 服薬管理 

      

    

 

注意事項 

 

 

 

２ 医療行為（経管栄養等を含む） 

  

           

  

 

注意事項 

 

 

 

                             

３ 食事介助 

                       

 

注意事項 

 

 

 

４ 通院支援 

    事業所をご利用中の通院は基本的に全て御家族様にて 

行って頂いております。 

                                

 

注意事項 

 

 

 



個人情報使用同意書 

 

秘密保持と個人情報の保護について（契約書第十五条） 

① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

当施設及び従業員は、サービスを提供する上で知り得た、利用者及びそ

の家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

 

② 個人情報の使用、提供に関する注意事項について 

当施設は、前項の規定にかかわらず、利用者及び家族の個人情報を以下

の為等に、必要最小限の範囲以内で使用、提供又は収集します。 

・ 施設従業員による業務的使用（居室の名札、記録用紙、検温表、ケアカンフ

ァレンスなど） 

・ 実習生へのカルテ開示 

・ 利用者に関わる短期入所生活介護計画の立案や、円滑なサービス提供の為に

実施されるサービス担当者会議での情報提供 

・ 居宅介護支援専門員とサービス事業所との連絡調整 

・ 利用者の容態の変化に伴い、緊急連絡を必要とする場合 

・ 要介護度認定調査員訪問時の情報提供 

・ 監査、指導 

・ 各種賠償保険に関わる専門団体、保険会社への相談、届出 

・ 審査支払機関へのレセプト提出及び照会への回答 

 

③ 個人情報に関する情報共有に必要な書類例は以下の通り。 

・ 介護保険被保険者証     ・負担限度額証         

・ アセスメント書類      ・サービス提供記録       

・ 施設サービス計画      ・身体障害者手帳 

・ 経過報告書         ・診断書 

・ 主治医の意見書       ・短期入所生活介護計画 

・  

④個人情報の使用及び提供期間は、サービス提供の契約期間に準じます。 

 

 

 

 

 



肖像権使用同意書 

⚫ 事業所の事業紹介や、事業所の取り組みを紹介する用途に限り、事業所内で 

撮影いたしましたご利用者様の映像、写真を使用させていただく場合がござい

ます。 

⚫ 私の肖像などを撮影した写真、映像を使用することを、理解して同意します。 

⚫ 事業所の、ホームページ、パンフレット、社内研修、掲示物、広報誌などに、 

使用されることに同意します。 

⚫ 使用した広告、映像、印刷物、商品などについて、使用されたことによる 

金銭的対価を求めないことに同意します。 

 

 

認知症対応型共同生活介護サービス、介護予防認知症対応型共同生活介護

サービスを提供するに当たり、上記の通り重要事項について説明しました。 

 

※ なお、この重要事項説明書は平成２４年４月１日から有効とする 
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